
 
 

一般社団法人日本頭痛学会 定款 

 

第１章 総 則 

第１条（名 称） 

 本会は、一般社団法人日本頭痛学会と称する。 

第２条（主たる事務所の所在地） 

本会は、主たる事務所を埼玉県さいたま市中央区本町東六丁目

１１番１号に置く。 

第３条（目的及び事業） 

 本会は、頭痛並びにその関連疾患に関する基礎的及び臨床的研

究の進歩発展を図り、国民の健康を増進することを目的とし、

次の事業を行う。 

（１）学術集会の開催 

（２）機関誌、図書等の刊行 

（３）専門医等の認定事業 

（４）内外の関係団体との協力活動 

（５）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

第４条（公告の方法） 

 本会の公告は、官報に掲載する。 

 

第２章 会 員 

第５条（会員の種別） 

 本会の会員の種別は、次のとおりとする。 

（１）正 会 員 医師または歯科医師にして本会の目的に賛 

同する者 

（２）賛助会員 本会の目的に賛同して協力する者 

（３）名誉会員 本会に功績のあった者 

（４）功労会員 本会に功績のあった者 

第６条（医師以外の会員） 

 医師免許または歯科医師免許を有しない医学研究者で本会の

正会員として入会を希望する者に対しては、理事会の議を経て、

会員とすることができる。 

第７条（入 会） 

 正会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書に諸

事項明記のうえ、理事長あて提出することとする。 

２ 賛助会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込

書に諸事項明記のうえ、理事長あて提出し、理事会の承認を得

るものとする。 

第８条（会員の経費負担義務） 

 会員は、本会の経費を負担しなければならない。 

２ 会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものと

する。ただし、名誉会員ならびに功労会員は年会費の負担を要

しない。 

第９条（資格喪失） 

 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その資格を喪

失する。 

（１）退会を本会事務所に申し出たとき 

（２）年会費を２年以上滞納し、かつ催促に応じないとき 

（３）除名されたとき 

第１０条（退 会） 

 本会を退会しようとする者は、会費完納のうえ、その旨をその

年度末までに本会事務所に通知しなければならない。 

第１１条（除 名） 

 会員が、本会の趣旨に背き、本会の名誉を著しく汚したときに

は、評議員会の決議により、これを除名することができる。 

２ 除名するための決議は、評議員現在数の３分の２以上の賛

成がなければならない。 

第１２条（社 員） 

 本会の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一

般社団・一般財団法人法」という）に定める社員は、会員の中

から選任される評議員とする。 

 

第３章 役員等 

第１３条（役 員） 

 本会には、次の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）理事長  １名 

（３）理 事 若干名（理事長１名を含む） 

（４）監 事  ２名 

（５）幹 事 若干名 

（６）評議員 若干名 

第１４条（選出方法） 

 会長は、理事会で推薦し、評議員会の承認を得たうえ、会員総

会で決定する。 

２ 理事長は、理事会において互選する。 

３ 理事及び監事は、評議員の中から、理事会の推薦により、

評議員会の決議をもって選任する。 

４ 幹事は、評議員の中から、理事会及び評議員会の推薦によ

り、理事長が指名する。 

５ 評議員は、会員の中から、理事会及び評議員会の推薦によ

り、会長が指名する。 

第１５条（任 期） 

 会長の任期は、１年とする。 

２ 理事の任期は、選任後２年内の最終の事業年度に関する定 

時総会終結の時までとする。 

３ 監事の任期は、選任後２年内の最終の事業年度に関する定 

時総会終結の時までとする。 

４ 幹事の任期は、２年とする。 

５ 評議員の任期は、２年とする。 

６ 役員の再任は、これを妨げない。ただし、７０歳以上は再 

任されないものとする。 

第１６条（会長の任務） 

 会長は、学術集会を主催し、定期総会及び評議員会の議長とな

る。ただし、会長に事故があったときは、理事長がこれを代行

する。 

 



 
 

第１７条（理事の任務） 

 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 

第１８条（理事長の任務） 

 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。 

２ 本会は、理事長をもって一般社団・一般財団法人法に定め

る代表理事とする。 

第１９条（監事の任務） 

 監事は、本会の業務を監査する。 

第２０条（幹事の任務） 

 幹事は、理事長の嘱託に応じて、会務を遂行する。 

２ 理事長は、必要に応じて、幹事を理事会に出席させること 

ができる。 

第２１条（評議員の任務） 

 評議員は、評議員会を組織し、会長及び理事長の諮問に応じ重

要事項を審議議決する。 

第２２条（事務職員、事務委託） 

 理事長は、理事会に諮ったうえ、本会の運営のために事務職員

を置くことができる。また、運営事務の一部を外部機関に委託

することができる。 

第２３条（報 酬） 

 本会の役員は、無報酬とする。 

 

第４章 会 議 

第２４条（会員総会） 

 会員総会は、年１回開催する。 

第２５条（評議員会） 

 本会は、評議員会をもって一般社団・一般財団法人法に定める

社員総会とする。 

２ 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の２種とする。 

３ 評議員現在数の５分の１以上の申し出があった時は、会長 

は評議員会を開催しなければならない。 

４ 評議員会の成立には、評議員現在数の２分の１以上（委任 

状を含む）の出席を必要とする。 

第２６条（理事会） 

 理事会は、必要に応じて、随時開催する。 

２ 理事会の成立には、理事の２分の１以上の出席を必要とす 

る。 

第２７条（特定決議事項） 

 次の事項は、評議員会において出席者の過半数の賛成をもって

議決したうえ、会員総会の承認を得なければならない。 

（１）事業報告及び会計報告 

（２）事業計画及び予算 

（３）その他評議員会で必要と認めた事項 

第２８条（議事録） 

 議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、出席者

のなかからその会議において選任された議事録署名人２名が

議長とともに署名しなければならない。 

（１）会議の日時及び場所 

（２）出席者の人数 

（３）議事事項及び議事の経過 

第５章 基 金 

第２９条（基 金） 

 本会は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることが

できる。 

第３０条（基金の拠出者の権利に関する規定） 

 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。 

第３１条（基金の返還の手続き） 

 基金の返還手続きについては、社員総会において定める。 

 

第６章 会 計 

第３２条（資 産） 

 本会の資産は、次の財産をもって構成する。 

（１）会 費 

（２）寄附金 

（３）資産より生ずるもの 

（４）その他の収入 

第３３条（事業年度） 

 本会の事業年度は、毎年９月１日から８月３１日までとする。 

第３４条（剰余金の分配） 

 本会に剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は

行わない。 

 

第７章 解散等 

第３５条（解 散） 

 本会は法令の定めるところによるほか、評議員会において評

議員現在数の３分の２以上の賛成をもって解散することがで

きる。 

第３６条（残余財産の処分） 

 本会が解散等により清算をするときに有する残余財産は、本

会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地

方公共団体に寄付するものとする。 

 

第８章 補 則 

第３７条（定款の変更） 

 本定款を変更するには、評議員会において評議員現在数の３

分の２以上の賛成をもって議決のうえ、会員総会の承認を得な

ければならない。 

第３８条（規定外事項） 

 本定款に規定されていない事項は、一般社団・一般財団法人

法およびその他法令ならびに別に定める細則によるものとす

る。 

一般社団法人日本頭痛学会 会費規則 

会費は、次のように定める。 

（１）一般会員   年額  ７，０００円 

（２）評 議 員   年額 １０，０００円 

（３）理事・監事   年額 １３，０００円 

（４）賛助会員   年額 １口１００，０００円 １口以上 

 

本規則を変更するには、評議員会で議決のうえ、会員総会の 

承認を要する。 


